
　
　
　
　
　
　

法
学
会
会
員
研
究
活
動
報
告
（
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
三
月
）

一　

著
書
・
編
著

二　

論
文

三　

判
例
研
究
・
批
評

四　

書
評

五　

翻
訳

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

八　

学
会
活
動
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法
律
学
科

　
　

安　

部　

哲　

夫

二　

論
文

　
　

�　
「
刑
事
法
の
領
域
か
ら
考
え
る
『
加
害
／
被
害
』
―
―
被
害
者
の
権
利
・
利
益
重
視
の
時
代
に
お
け
る
刑
事
司
法
」『
法
文
化
叢

書
第
11
巻
』
国
際
書
院
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
三
―
四
四
頁

七　

そ
の
他
／
報
告
書

　

（1）�　
「
薬
物
濫
用
犯
罪
（
自
己
使
用
）
の
非
刑
罰
化
へ
向
け
た
司
法
改
革
」
内
閣
府
・
若
年
者
向
け
薬
物
再
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
関
す
る
計
画
分
析
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
二
月
）
四
七
―
五
〇
頁

　

（2）�　
「
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
学
的
研
究
―
―
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
」
被
害
者
学
研
究
第
二
三
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

一
〇
二
―
一
〇
四
頁

八　

学
会
活
動

　
　

�　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
者
学
的
研
究
」
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
・
司
会
・
日
本
被
害
者
学
会
第
23
回
学
術
大
会

（
二
〇
一
二
年
六
月
）
常
磐
大
学
主
催
（
女
性
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
・
東
京
）
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石　

井　

保　

雄

二　

論
文

　

（1）�　
「
ケ
ベ
ッ
ク
州
（
カ
ナ
ダ
）
に
お
け
る
労
働
組
合
の
公
正
代
表
義
務
」
法
学
新
報
一
一
九
巻
五=

六
号
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）

三
二
五
―
三
六
〇
頁

　

（2）�　
「
使
用
者
の
労
働
者
採
用
過
程
に
対
す
る
法
的
規
制
―
―
ケ
ベ
ッ
ク
州
（
カ
ナ
ダ
）
法
と
い
う
鏡
に
対
面
し
て
考
え
る
―
―
」

法
学
新
報
一
一
九
巻
九=

一
〇
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
二
七
―
七
八
頁

七　

そ
の
他　

　

（1）�　
「
巻
頭
言
／
労
働
と
法
―
私
の
論
点
／
『
採
用
の
自
由
』
に
対
す
る
法
的
規
制
の
あ
り
方
」
労
働
法
律
旬
報
一
七
五
八
号

（
二
〇
一
三
年
二
月
一
〇
日
）
四
―
五
頁

　

（2）�　
「
遊
筆
・
労
働
問
題
に
寄
せ
て
／
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
働
く
こ
と
・
社
会
人
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
」
労
働
判
例

一
〇
五
九
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
一
五
日
）
二
頁

　
　

市　

川　

須
美
子

一　

著
書

　
　

�　

浦
田
・
白
藤
編
著
『
橋
本
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
』
自
治
体
研
究
社
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
六
七
―
七
九
頁
、
分
担
執
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筆
Ⅳ　

教
育
と
自
治
体
民
主
主
義
）

二　

論
文

　
　
　
「
君
が
代
・
日
の
丸
訴
訟
の
中
間
的
総
括
」
日
本
教
育
法
学
会
年
報
42
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
八
―
三
五
頁

三　

判
例
研
究

　
　

�　
「
学
習
指
導
要
領
の
法
的
性
質
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
一
号
『
行
政
判
例
百
選
⃝Ⅰ
』（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
一
一
〇
―

一
一
一
頁

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　
　
　

市
川
須
美
子
・
浦
野
東
洋
一
ほ
か
編
『
教
育
小
六
法
二
〇
一
三
年
版
』
学
陽
書
房
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等

　
　

�　
「
市
川
須
美
子
獨
協
大
学
教
授
に
聞
く　

教
育
へ
の
政
治
介
入
は
憲
法
改
定
へ
の
突
破
口
」
週
刊
金
曜
日
九
五
二
号
二
〇
―

二
一
頁
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

八　

学
会
活
動

　

（1）�　

日
本
教
育
法
学
会
研
究
総
会
報
告
「
日
の
丸
・
君
が
代
最
高
裁
判
決
の
中
間
的
総
括
」（
二
〇
一
二
年
五
月
二
六
日
埼
玉
大
学
）

　

（2）�　

日
本
教
育
法
学
会
会
長
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内　

山　

良　

雄

一　

著
書
・
編
著

　

（1）�　

三
原
憲
三
・
津
田
重
憲
・
関
哲
夫
編
著
『
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
［
総
論
］』（
第
二
版
）
二
〇
一
二
年
四
月
（
成
文
堂
）
共
著
、「
九

　

実
行
の
着
手（
一
）」二
五
―
二
七
頁
、「
六
二　

間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行
の
着
手
」一
八
四
―
一
八
六
頁
、「
八
八　

牽
連
犯
」

二
六
二
―
二
六
四
頁
、「
八
九　

併
合
罪
」
二
六
五
―
二
六
七
頁

　

（2）�　

浅
田
和
茂
・
井
田
良
編
著
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
』
二
〇
一
二
年
九
月
（
日
本
評
論
社
）
共
著
、「
第
六
章　

刑

の
時
効
及
び
刑
の
消
滅
」（
解
説
、
第
三
一
条
～
第
三
四
条
の
二
）
六
四
―
七
一
頁
、「
第
九
六
条
」
～
「
第
九
六
条
の
六
」

二
三
二
―
二
四
四
頁

　

（3）�　

高
橋
則
夫
・
松
原
芳
博
編
著
『
判
例
特
別
刑
法
』
二
〇
一
二
年
四
月
（
日
本
評
論
社
）
共
著
「
四
七　

児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
七

条
二
項
、
刑
法
旧
一
七
五
条
後
段
に
い
う
「
販
売
目
的
」
と
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
デ
ー
タ
の
作
成
・
所
持
」

　
　

小　

川　
　
　

健

三　

判
例
評
釈

　

（1）�　
「
新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介
六
〇
：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Pourvoi�no09-12.352,�1re�Civ.,�17�nov.�2010,�Sté.�

CN
CA

-CEC�et�Charasse�c/�B.�et�autres;�Bull.�civ.�2010�I�no�233.
）
Ｊ
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
九
巻
六
号
（
平
成
二
四
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（
二
〇
一
二
）
年
六
月
）
八
四
―
八
五
頁
（
単
著
）」

　

（2）�　
「
新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介64

：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Paris,�pôle�1,�ch.�1,�17�nov.�2011,�no�09/24158,�no�

10/18561�et�no�10/19144,�Sté.�Licensing�Projects�SL�et�a.�c/�Sté.�Pirelli�&
�C.�SPA

�;�inédit�;�D
�2011.3023,�obs�

T
h.�Clay.

）
Ｊ
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
九
巻
一
〇
号
（
平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
一
〇
月
）
九
二
―
九
三
頁
（
単
著
）」

　

（3）�　
「
新
・
国
際
商
事
仲
裁
関
係
判
例
紹
介
六
八
：
フ
ラ
ン
ス
判
例
（Pourvoi�no�10-25.620,�1re�Civ.,�11�m

ai�2012,�Sté.�

Ekato�Ruhr�und�M
ischtechnik�Gm

bH
�c/�Sté.�N

�et�autres;�inédit;�Rev.�A
rb.�2012.�561-568,�note�L.�B.-V

.�de�

Casteele.

）
Ｊ
Ａ
Ｃ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
〇
巻
二
号
（
平
成
二
五
（
二
〇
一
三
）
年
二
月
）
八
六
―
八
七
頁
（
単
著
）」

　
　

小　

栁　

春
一
郎

一　

著
書
（
分
担
執
筆
）

　

（1）�　

清
水
元
＝
橋
本
恭
宏
＝
山
田
創
一
編
『
平
井
一
雄
先
生
喜
寿
記
念　

財
産
法
の
新
動
向
』
所
収
、「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
強

制
退
去
（
明
渡
し
）
執
行
不
能
と
救
済
：
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
一
九
二
三
年
ク
イ
テ
ア
ス
判
決
に
つ
い
て
」
七
二
一
―
七
四
〇
頁

（
信
山
社
）
二
〇
一
二
年
四
月

　

（2）�　

Le�patrim
oine�au�X

X
Ie�siècle�:�regards�croisés�franco-japonais,�

（sous�la�direction�scientifique�de�M
ichel�

GRIM
A
RD

I,�N
aoki�K

A
N
A
Y
A
M
A
,�N

aoya�K
A
T
A
Y
A
M
A
�et�M

ustapha�M
EK

K
I

）,�«A
spects�historiques�du�

droit�des�biens�:�le�droit�japonais�et�lʼavant-projet�pour�la�réform
e�du�droit�des�biens»,�p.�29-48,�

（Société�de�

législation�com
parée

）,�juin�2012
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二　

論
文

　

（1）�　
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
商
事
賃
貸
借
と
再
建
型
債
務
整
理
手
続
」
獨
協
法
学
八
七
号�

六
七
―
一
一
四
頁
、�

二
〇
一
二
年
五
月

　

（2）�　
「
第
二
回
日
仏
物
権
法
セ
ミ
ナ
ー
質
疑
に
つ
い
て（
特
集
二
一
世
紀
の「
財
の
法
」の
改
正
に
向
け
て
：
日
仏
物
権
法
セ
ミ
ナ
ー
）」

（
小
栁
春
一
郎
＝
山
城
一
真
＝
原
恵
美
＝
高
秀
成
の
共
著
論
文
）
新
世
代
法
政
策
学
研
究
一
七
号�

二
一
五
―
二
三
一
頁
、
二
〇

一
二
年
七
月

　

（3）�　
「
物
権
法
セ
ミ
ナ
ー
質
疑
に
つ
い
て
（
日
仏
物
権
法
セ
ミ
ナ
ー
（
第
二
回
）
二
一
世
紀
に
お
け
る
物
権
法
の
改
正
に
向
け
て
：

日
仏
比
較
研
究
）」（
小
栁
春
一
郎
＝
山
城
一
真
＝
原
恵
美
＝
高
秀
成
の
共
著
論
文
）
法
律
時
報
八
四
巻
一
一
号�

九
四
―
九
六
頁
、

二
〇
一
二
年
一
〇
月

　

（4）�　
「
原
子
力
災
害
補
償
専
門
部
会
（
昭
和
三
三
年
）
と
「
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」（
一
）」
獨
協
法
学
八
九
号�

八
九

―
一
四
四
頁
、
二
〇
一
二
年
一
二
月

　

（5）�　
「
我
妻
榮
博
士
の
災
害
法
制
論
―
―
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」
法
律
時
報
八
五
巻
三
号�

一
〇
一
―
一
〇
六
頁
、�

二
〇
一
三
年
三
月

八　

学
会
活
動

　

（1）�　
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
家
賃
不
払
紛
争
と
裁
判
所
」
法
社
会
学
会
（
京
都
女
子
大
学
）、
二
〇
一
二
年
五
月
一
二
日

　

（2）�　
「
我
妻
榮
博
士
の
災
害
法
制
論
：
罹
災
都
市
借
地
借
家
臨
時
処
理
法
と
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
」（
日
本
学
術
会
議
・

基
礎
法
学
六
学
会
連
合
会
）、
二
〇
一
二
年
七
月
七
日

　

（3）�　
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
土
地
境
界
確
定
と
地
籍
」（
地
籍
問
題
研
究
会
、
京
都
産
業
大
学
）、
二
〇
一
二
年
七
月
二
八
日

　

（4）�　
「
原
子
力
損
害
賠
償
法
の
成
立
史
：
我
妻
文
書
の
検
討
」（
法
文
化
学
会
、
岩
手
大
学
）、
二
〇
一
二
年
一
一
月
三
日
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（5）�　

«

“Earthquake�and�Property�Law
:��A

�H
istorical�Perspective»,�in,�Law

�and�Society�A
ssociation,��

International�Conference,�H
onolulu,�H

ilton�H
aw

aiian�V
illage,�5th�June�2012

　

（6）�　
«Les�droits�subjectifs�et�la�responsabilité�civile�en�droit�japonais:�H

istoire�du�droit�de�la�responsabilité»,�lors�du�

3e�Colloque �franco-japonais �«Propriété �et�biens�au�X
X
Ièm

e�siècle: �regards �croisés �franco-japonais», �organisé �par�

Institut �de�recherche �en�droit�des�affaires �（A
ssociation�H

enri�Capitant

）,�le�6�septem
bre�2012

　

（7）�　

«

“Problem
s�of�Com

pensation�for�N
uclear�D

isaster�in�Japan»,�in,�3rd�East�A
sia�Law

�and�Society�

Conference,�K
oGuan�Law

�School,�Shanghai�Jiao�T
ong�U

niversity,�Shanghai,�China,�23�M
arch�2013

そ
の
他　

　

（1）�　

罹
災
法
改
正
研
究
会
会
員
（
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
、
改
正
法
案
は
、
二
〇
一
二
年
八
月
一
日
よ
り
法
務
省
民
事
局
か
ら

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
案
と
し
て
公
表
）

　

（2）�　

財
団
法
人
不
動
産
適
正
取
引
推
進
機
構
役
員
評
価
委
員
会
委
員
（
二
〇
一
二
年
五
月
か
ら
二
〇
一
三
年
五
月
ま
で
）

　

（3）�　

司
法
書
士
会
連
合
会
研
修
会
講
師
「
借
地
借
家
法
の
諸
問
題
」（
Ｊ
Ａ
長
野
ホ
ー
ル
）（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
）

　

（4）�　

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
平
成
二
四
年
度
「
紛
争
影
響
国
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
セ
ミ
ナ
ー
・
日
本
の
司
法
制
度
と

そ
の
実
態
」
講
師
（
二
〇
一
二
年
七
月
一
九
日
）

　

（5）�　

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
平
成
二
四
年
度
イ
エ
メ
ン
Ｏ
Ｄ
Ａ
実
施
能
力
強
化
セ
ミ
ナ
ー
「
日
本
の
司
法
制
度
」
講
師

（
二
〇
一
三
年
二
月
二
五
日
）
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吉　

川　

信　

將

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　
　

公
認
会
計
士
試
験
試
験
委
員

八　

学
会
活
動

　

（1）�　

東
京
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
研
究
会　

報
告
「
会
社
法
制
の
見
直
し
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
四
月
六
日
）

　

（2）�　

東
京
ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
研
究
会　

報
告
「『
会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
』
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
二
年
九
月
二
八
日
）

　
　

長　

塚　

真　

琴

二　

論
文

　
　

�　
「
フ
ラ
ン
ス
の
海
賊
党
と
二
〇
一
二
年
国
民
議
会
選
挙
」
情
報
学
研
究
（
獨
協
大
学
）
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）
一
三
三

―
一
四
〇
頁

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　

口
頭
報
告
「
ゆ
う
メ
ー
ル
商
標
事
件
（
東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
月
一
二
日
判
決
）」
第
三
〇
八
回
発
明
協
会
知
的
財
産
法
判

例
研
究
会
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
六
日
、
於　

発
明
会
館
）
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藤　

田　

貴　

宏

二　

論
文

　

（1）�　
「
定
期
金
の
概
念
と
類
型
―
典
拠
分
析
に
よ
る
学
説
史
概
観
―
」（
三
）
獨
協
法
学
八
七
号
（
二
〇
一
二
年
五
月
）
一
―
三
二
頁
、

同
（
四
）
獨
協
法
学
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
一
―
八
八
頁

　

（2）�　
「
消
費
貸
借
に
お
け
る
擬
制
と
定
期
金
売
買
」
獨
協
法
学
八
八
号
（
二
〇
一
二
年
八
月
）
一
―
四
七
頁

五　

翻
訳

　

（1）�　
「
普
通
ザ
ク
セ
ン
法
学
の
世
襲
賃
租
論
」
獨
協
法
学
八
七
号
（
二
〇
一
二
年
五
月
）
一
五
一
―
一
六
七
頁

　

（2）�　
「
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
マ
ン
テ
ィ
カ
の
永
代
賃
借
概
念
論
」
獨
協
法
学
八
八
号
（
二
〇
一
二
年
八
月
）
八
七
―
九
九
頁

　

（3）�　
「
エ
フ
ェ
ラ
ー
ル
ツ
と
メ
ノ
ッ
キ
オ
の
定
期
金
推
定
論
」
獨
協
法
学
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
一
六
三
―
一
七
六
頁

　
　

林　
　
　

千　

賀

二　

論
文
（
全
て
単
著
）

　

（1）�　
「
大
学
英
語
授
業
に
お
け
る
自
律
学
習
の
促
進
」The�JA

CET
�International�Convention�Proceedings:�T

he�JA
CET

�

51st�Com
m
em

orative�International�Convention �（CD
-RO

M
）（
二
〇
一
二
年
九
月
）

　

（2）�　
「
Ｓ
Ｒ
Ａ
教
材
を
用
い
た
速
読
記
録
表
作
り
―
学
習
者
の
記
録
デ
ー
タ
か
ら
の
分
析
」『
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
関
東
支
部
学
会
誌
』
第
九
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号
、
七
二
―
八
一
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

　

（3）�　
「
英
語
・
日
本
語
多
読
図
書
を
融
合
し
た
多
読
図
書
創
作
活
動
：
言
語
受
容
能
力
か
ら
言
語
産
出
能
力
へ
」�Seikei�institute�

for�international�studies�w
orking�paper�series,� N

o.�19.�（
二
〇
一
三
年
三
月
）

七　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

（1）�　
「
Ｓ
Ｒ
Ａ
教
材
を
用
い
た
速
読
記
録
表
作
り
―
読
み
の
苦
手
な
学
習
者
の
省
察
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
あ
て
て
」（
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
自

律
研
究
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
東
北
支
部
大
会
、
於
・
エ
ル
ソ
ー
ラ
仙
台
（
二
〇
一
二
年
七
月
七
日
）

　

（2）�　
「
大
学
英
語
授
業
に
お
け
る
自
律
学
習
の
促
進
」（
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
自
律
研
究
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）
第
五
一
回
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｅ
Ｔ
国
際

大
会
、
於
・
愛
知
県
立
大
学
（
二
〇
一
二
年
九
月
二
日
）

八　

学
会
活
動

　

（1）�　

JA
LT

�Learner�D
evelopm

ent�SIG�W
eb�W

riter

（
二
〇
一
二
年
一
一
月
～
継
続
中
）

　

（2）�　

JA
LT

�Proceedings�Editor

（
二
〇
一
三
年
二
月
～
継
続
中
）
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国
際
関
係
法
学
科　

　
　

一
之
瀬　

高　

博

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
国
際
環
境
判
例
紹
介　

ウ
ル
グ
ア
イ
川
パ
ル
プ
工
場
事
件　

国
際
司
法
裁
判
所
判
決
」
環
境
共
生
研
究
（
獨
協
大
学
）
第
六

号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
三
八
―
五
〇
頁

　
　

大　

藤　

紀　

子

一　

著
書
・
編
著
（
分
担
執
筆
）

　

（1）�　

フ
ラ
ン
ス
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
編
集
代
表�
辻
村
み
よ
子
）『
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
判
例
Ⅱ
』
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
五

日
（
担
当
部
分
―
第
Ⅰ
章
編
集
委
員
と
し
て
「『
一
に
し
て
不
可
分
の
共
和
国
』
と
欧
州
連
合
」、
第
二
節
解
説
「
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内

法
秩
序
へ
の
組
込
み
」、
同
章
「『
憲
法
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
内
在
す
る
原
理
』
の
侵
害
―
Ｄ
Ａ
Ｄ
Ｖ
Ｓ
Ｉ
法
を
め
ぐ
っ
て
」、

第
Ⅳ
章
「
遺
伝
子
組
換
え
体
（
Ｇ
Ｍ
Ｏ
）
法
の
憲
法
適
合
性
―
環
境
憲
章
、
予
防
原
則
に
照
ら
し
て
」、
第
Ⅶ
章
「
憲
法
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
内
在
す
る
原
理
」、
二
七
頁
、
三
二
―
三
五
頁
、
一
七
五
―
一
七
八
頁
、
三
八
二
―
三
八
五
頁
）

　

（2）�　

植
野
妙
実
子
編
著
『
法
・
制
度
・
権
利
の
今
日
的
変
容
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
研
究
叢
書
八
七
）
中
央
大
学
出
版
部
、
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二
〇
一
三
年
三
月
二
五
日
（
担
当
部
分
―
第
二
部
基
本
権
の
今
日
的
変
容�«La�portée�du�principe�dʼ�égalité�ou�de�non-

discrim
ination�dans�lʼordre�juridique�japonais»�〔

獨
協
法
学
掲
載
論
文
を
修
正
し
た
も
の
〕
一
五
九
―
一
八
二
頁
）

二　

論
文

　

（1）�　
「
差
異
に
お
け
る
国
際
人
権
―
Ｅ
Ｕ
の
人
権
保
障
」
国
際
人
権
二
三
号
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
三
〇
日
、
三
―
八
頁

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
Ｅ
Ｕ
法
の
最
前
線�
第
一
五
二
回�

長
期
間
滞
在
す
る
第
三
国
国
民
へ
の
生
存
権
の
平
等
な
保
障�Case�C-571/10,�K

am
beraj�

v�Istituto�per�lʼEdilizia�sociale�della�Provincia�autonom
a�di�Bolzano�

（IPES

）�

他
［2012

］�ECR�I-（
未
登
載
）

（
二
〇
一
二
年
四
月
二
四
日
先
決
裁
定
）」
貿
易
と
関
税
六
〇
巻
一
二
号
（
通
巻
七
一
七
号
）、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
、
六
九

―
七
五
頁

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

（1）�　

草
加
市
個
人
情
報
保
護
委
員

　

（2）�　

草
加
市
男
女
共
同
参
画
審
議
会
委
員

　

（3）�　
「
Ｅ
Ｕ
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞　

創
造
的
な
努
力
学
ぶ
べ
き
」
埼
玉
新
聞
二
〇
一
二
年
一
二
月
三
日
、
八
面

　

（4）�　

司
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム�

“Contextual�A
pproach�to�H

um
an�Rights�and�D

em
ocracy

－D
ialog�betw

een�Europe�

and�Japan

” 

第
４
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
て
、
二
〇
一
三
年
二
月
一
九
日
、
於
・
欧
州
評
議
会
（
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
）（
科
学
研
究
費
補

助
金（
基
礎
研
究
Ａ
）「
人
権
条
約
実
施
状
況
の
分
析
を
通
じ
た
欧
州
地
域
秩
序
の
『
憲
法
化
』
構
造
の
把
握
」（
二
〇
一
二
―

二
〇
一
四
年
度
、
研
究
代
表
者
・
小
畑
郁
）の
一
環
、
名
古
屋
大
学
ア
ジ
ア
法
交
流
セ
ン
タ
ー
共
催
）
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八　

学
会
活
動

　

（1）�　

国
際
人
権
法
学
会
報
告
「
欧
州
評
議
会
に
お
け
る
人
種
差
別
へ
の
取
り
組
み
と
差
別
的
表
現
規
制
」
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
〇

日
（
於
・
慶
應
義
塾
大
学
）

　

（2）�　

憲
法
理
論
研
究
会
事
務
局
長
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
～
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）

　

（3）�　

憲
法
理
論
研
究
会
運
営
委
員
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
～
）

　

（4）�　

憲
法
理
論
研
究
会�

憲
法
理
論
叢
書
編
集
委
員
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
～
）

　

（5）�　

憲
法
理
論
研
究
会
活
動
記
録
（
二
〇
一
一
年
六
月
～
二
〇
一
二
年
五
月
）
執
筆
、
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
理
論
叢
書
⑳�

危
機
的
状
況
と
憲
法
』
敬
文
堂
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
二
八
七
―
二
九
三
頁
）

　

（6）�　

国
際
人
権
法
学
会
編
集
委
員
（
二
〇
一
三
年
一
月
～
）

　
　

岡　

垣　

知　

子

一　

著
書

　
　

�　

T
om

oko�T
.�O

kagaki,�

“Ripe�for�the�Revival�of�ʻConcertʻ?:�T
he�U

S�A
pproach�to�a�N

ew
�Regional�O

rder�in�

N
ortheast�A

sia,

”�Caroline�Rose�and�V
ictor�T

eo,�T
he�U

nited�States�betw
een�China�and�Japan.�Cam

bridge:�

Cam
bridge�Scholars�Publishing,�2013,�ch.18.

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　
　

獨
協
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム　

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
兼
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
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八　

学
会
活
動

　

（1）�　

日
本
国
際
政
治
学
会
書
評
小
委
員
会
委
員
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
ま
で
）

　

（2）�　

日
本
国
際
政
治
学
会
企
画
研
究
委
員
（
二
〇
一
三
年
一
月
～
）

　
　

鈴　

木　

淳　

一

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

（1）�　
〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ロ
ッ
ト
『
ユ
ー
ノ
ミ
ア
』
に
お
け
る
国
際
社
会
の
文
化
に
つ
い
て
『
獨
協
法
学
』
八
七
号

一
一
五
～
一
五
〇
頁
（
二
〇
一
二
年
五
月
）

　

（2）�　

厚
生
労
働
省
・
平
成
二
四
年
度
全
国
検
疫
所
検
疫
課
長
等
会
議
「
国
際
保
健
規
則
（IH

R2005

）
に
つ
い
て
」
担
当
（
二
〇
一
二

年
六
月
一
日
）

　

（3）�　
「
解
説　

国
際
関
係
法
（
公
法
系
）」
中
央
大
学
真
法
会
編
『
司
法
試
験
論
文
式
問
題
と
解
説　

平
成
二
四
年
度
』（
法
学
書
院
）

四
三
三
―
四
三
八
頁
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
）

　

（4）�　

世
界
遺
産
保
護
研
究
会
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ロ
ッ
ト
『
ユ
ー
ノ
ミ
ア
』
に
お
け
る
国
際
社
会
の
文
化
に
つ
い
て
」
研
究
報
告
（
於

国
際
交
流
基
金
本
部
）（
二
〇
一
二
年
一
一
月
九
日
）
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多
賀
谷　

一　

照

一　

著
書

　
　
　
「
詳
解�
逐
条
解
説�

港
湾
法
」
第
一
法
規
二
〇
一
二
年
七
月

二　

論
文

　

（1）�　
「
ポ
ス
ト
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
」�（
雨
宮
昭
一
（
著
）、
福
永
文
夫
（
著
）
獨
協
大
学
地
域
総
合
研
究
所
（
著
）

『
ポ
ス
ト
・
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』�（
丸
善
プ
ラ
ネ
ッ
ト
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

　

（2）�　
「
情
報
法
と
公
法
と
私
法
の
区
別
（
一
）、（
二
）」
獨
協
法
学
八
七
号
（
二
〇
一
二
年
五
月
）、
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）

二
〇
一
二
年
五
月
、
一
二
月

八　

学
会
活
動

　
　
　

日
本
公
法
学
会
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
開
催
）
に
て
、「
外
国
人
の
法
的
地
位
」
を
テ
ー
マ
に
部
会
報
告

　
　

成　

嶋　
　
　

隆

一　

著
書
・
編
著

　

（1）�　

共
著
『
時
代
を
刻
ん
だ
憲
法
判
例
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
担
当
「
旭
川
学
テ
事
件
」）

　

（2）�　

共
編
『「
不
当
な
支
配
」
と
教
育
の
自
由
』（
日
本
教
育
法
学
会
年
報
四
二
号
、
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
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四　

書
評

　

（1）�　

書
評
「『
公
教
育
の
無
償
性
』
を
め
ぐ
っ
て
―
―
序
章
、
第
三
部
第
一
一
章
お
よ
び
終
章
の
分
析
」（『
公
教
育
の
無
償
性
を
実

現
す
る
』
合
評
会
、
法
政
大
学
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
）

六　

六
法
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

　

（1）�　

六
法
編
集
『
教
育
小
六
法
二
〇
一
三
年
版
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
三
年
一
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

（1）�　

セ
ミ
ナ
ー
企
画
・
運
営
「
行
政
の
不
作
為
と
司
法
」（
新
潟
大
学
法
学
会
主
催
「
日
加
法
政
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
一
二
」
新
潟
大
学
、

二
〇
一
二
年
八
月
）

　

（2）�　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告「
日
加
比
較
の
意
義
と
可
能
性
」（
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
日
加
比
較
の
新
た
な
視
点
―
―
ミ
ク
ス
ト
・
リ
ー

ガ
ル
・
シ
ス
テ
ム
論
の
展
開
―
―
」
新
潟
大
学
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
）

八　

学
会
活
動

　

（1）�　

日
本
公
法
学
会
理
事

　

（2）�　

日
本
教
育
法
学
会
事
務
局
担
当
理
事

　

（3）�　

日
本
教
育
法
学
会
年
報
編
集
委
員
会
（
委
員
長
）

　

（4）�　

日
本
教
育
法
学
会
創
立
四
〇
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
（
委
員
長
）
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山　

田　

恒　

久

二　

論
文

　
　

�　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
取
引
・
不
法
行
為
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
」平
成
二
四
年
一
一
月
国
際
経
済
法
講
座　

Ⅱ
．取
引
・

財
産
・
手
続
』
所
収
（
日
本
国
際
経
済
法
学
会
編
、
編
集
代
表
：
柏
木�

昇
）

三　

判
例
評
釈

　

（1）�　
「
日
本
に
居
住
す
る
日
本
人
夫
と
外
国
人
妻
の
離
婚
、
お
よ
び
、
父
が
婚
姻
後
に
し
た
妻
の
子
に
対
す
る
認
知
に
つ
い
て
、
そ

の
無
効
の
確
認
を
請
求
す
る
こ
と
の
適
否
（
平
成
二
三
年
四
月
七
日
広
島
高
判
）」
平
成
二
四
年
四
月･

新
・
判
例
解
説W

atch

（
法

学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
速
報
判
例
解
説�V
ol.�10

）

　

（2）�　
「
公
海
上
の
船
舶
衝
突
事
件
の
管
轄
権
（
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
仙
台
高
判
）〔
国
際
私
法
判
例
百
選　

第
二
版
〕」
平
成

二
四
年
六
月
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
〇
号

　

（3）�　
「
公
海
上
の
外
国
船
同
士
の
衝
突
と
そ
の
国
際
裁
判
管
轄
（
平
成
二
三
年
九
月
二
二
日
仙
台
高
判
）」
平
成
二
五
年
二
月
・
私
法

判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
六
号

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　

研
究
ノ
ー
ト
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
契
約
及
び
不
法
行
為
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
我
が
国
の
学
説
の
展
開
」
平
成
二
四

年
八
月
獨
協
法
学
八
八
号
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宗　

田　

貴　

行

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　

消
費
者
庁
委
託
研
究　

一
般
財
団
法
人
比
較
法
研
究
セ
ン
タ
ー
『
諸
外
国
に
お
け
る
消
費
者
の
財
産
被
害
事
案
に
係
る
行
政
に

よ
る
経
済
的
不
利
益
賦
課
制
度
及
び
財
産
の
隠
匿
・
散
逸
防
止
策
に
関
す
る
調
査
』
平
成
二
五
年
三
月
、「
Ⅱ
ド
イ
ツ
」（
一
六
～

五
一
頁
）
及
び
「
ド
イ
ツ
法
令
集
」（
一
四
八
～
二
一
〇
頁
）
担
当

　
　

Ｊ
・
ラ
シ
ー
ン

二　

論
文

　

（1）�　

Replicating�rabbits:�tow
ard�a�com

prehensive�categorization�of�w
ord�association�responses.�V

ocabulary�

Education�and�Research�Bulletin, �1

（1

）,�7-9.�
二
〇
一
二
年
七
月

　

（2）�　

T
he�earthquake�diaries.�O

T
B�-�A

�M
ulti-lingual�Forum

,�5

（1

）,�78-84.�

二
〇
一
二
年
一
二
月

　

（3）�　

T
he�history�and�future�of�w

ord�association�research.�D
okkyo�Journal�of�Language�Learning�and�T

eaching,�

1 ,�55-73.�

二
〇
一
三
年
三
月

八　

学
会
活
動

　
　

�　

口
頭
発
表Prim

ing�in�Second�Language�W
ord�A

ssociation.�Lexical�Studies�Research�N
etw

ork�Conference�
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2013;�Cardiff�U
niversity,�U

K
�（

二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日)

八　

学
会
活
動

　
　
　

Review
er�-�V

ocabulary�Education�and�Research�Bulletin�（V
ERB

）（
二
〇
一
二
年
～
）

総
合
政
策
学
科　

　
　

雨　

宮　

昭　

一

一　

著
書
・
編
著

　

（1）�　

単
著
『
戦
時
戦
後
体
制
論
』
岩
波
書
店
、
復
刊
（
二
〇
一
二
年
一
一
月
）

　

（2）�　

共
編
著
『
ポ
ス
ト
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
丸
善
、
二
〇
一
三
年
三
月

二　

論
文

　

（1）�　
「
昭
和
期
を
見
直
し
新
し
い
歴
史
像
を
考
え
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
課
題
、視
点
、方
法
」（『
横
浜
市
史
資
料
室
紀
要
』第
三
号
、

二
〇
一
三
年
三
月
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

（1）�　
「
占
領
・
戦
後
史
の
メ
タ
認
識
、
地
域
、
三
・
一
一
」（『
占
領
戦
後
史
研
究
会
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
』
二
九
号　

二
〇
一
二
年
六
月
）

　

（2）�　
「
昭
和
期
（
一
九
二
六
―
一
九
八
九
年
）
を
見
直
し
新
し
い
歴
史
像
を
考
え
る
た
め
の
い
く
つ
か
の
課
題
、
視
点
、
方
法
」（
占

領
・
戦
後
史
研
究
会
・
横
浜
市
史
資
料
室
共
催
公
開
講
座
「
横
浜
か
ら
昭
和
を
探
る
―
―
新
し
い
昭
和
史
像
を
求
め
て
」　

横
浜
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市
立
中
央
図
書
館
）

　

（3）�　
「
日
本
近
現
代
史
の
中
の
三
・
一
一
―
フ
ク
シ
マ
と
戦
後
体
制
・
ポ
ス
ト
戦
後
体
制
」
パ
ネ
リ
ス
ト
（
第
二
四
回
獨
協
イ
ン
タ
ー

ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
三
・
一
一
後
の
日
本
と
国
際
社
会
」
二
〇
一
二
年
一
二
月
五
日　

獨
協
大
学
）

　

（4）�　
「
笹
川
裕
史
『
中
華
人
民
共
和
国
誕
生
の
社
会
史
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
中
国
基
層
社
会
史
研
究
会
編
『
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ　

中
国

基
層
社
会
史
研
究
に
お
け
る
比
較
史
的
視
座
』　

汲
古
書
院　

二
〇
一
二
年
一
二
月
）

　

（5）�　

越
谷
市
自
治
基
本
条
例
推
進
会
議
委
員

八　

学
会
活
動

　

（1）�　

戦
時
法
研
究
会　

研
究
発
表
「
占
領
・
戦
後
史
の
メ
タ
認
識
と
法
学
の
学
知
の
評
価
軸
」（
二
〇
一
二
年
七
月
一
四
日　

上
智

大
学
）

　

（2）�　

中
国
基
層
社
会
史
研
究
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
中
国
基
層
社
会
史
研
究
に
お
け
る
比
較
史
的
視
座
」
報
告
「
笹
川
裕
史
『
中
華

人
民
共
和
国
誕
生
の
社
会
史
』
を
め
ぐ
っ
て
」（
二
〇
一
二
年
七
月
二
八
日　

東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
）

　
　

堅　

田　
　
　

剛

一　

著
書
（
編
訳
）

　
　

�　

オ
イ
ゲ
ン
・
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
『
詩
人
法
律
家
』
御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
一
二
年
一
二
月

二　

論
文

　

（1）�　
「
法
の
神
学
―
―
法
文
化
論
の
た
め
に
・
そ
の
一
―
―
」『
獨
協
法
学
』
第
八
八
号
、
二
〇
一
二
年
八
月
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（2）�　
「
本
居
宣
長
と
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
―
―
二
つ
の
《
国
学
》
―
―
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊
第
四
九
号
、
二
〇
一
二

年
一
一
月

　

（3）�　
「
法
の
詩
学
―
―
法
文
化
論
の
た
め
に
・
そ
の
二
―
―
」『
獨
協
法
学
』
第
八
九
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月

五　

翻
訳

　
　

�　
「
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
―
―
ヴ
ォ
ー
ル
ハ
ウ
プ
タ
ー
著
『
詩
人
法
律
家
』
そ
の
三
―
―
」（
二
）『
獨
協
法
学
』
第
八
七
号
、

二
〇
一
二
年
五
月

　
　

津　

田　

由
美
子

二　

論
文

　
　
　
「
ベ
ル
ギ
ー
政
治
学
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ク
オ
ー
タ
」『
獨
協
法
学
』
第
八
九
号
一
四
五
―
一
六
一
頁
、
二
〇
一
二
年
一
二
月

　
　

福　

永　

文　

夫

一　

編
著

　

（1）�　
『
大
平
正
芳
著
作
集
・
第
七
巻
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
、
監
修
・
解
説
。

　

（2）�　
『
戦
後
自
治
史
関
係
資
料
第
二
集
・
選
挙
制
度
と
地
方
公
務
員
制
度
』
丸
善
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
、
監
修
・
解
説
（
稲
継
裕
昭
・

大
谷
基
道
氏
と
の
共
編
）
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（3）�　
『
ポ
ス
ト
・
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
丸
善
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
編
集
・
解
説
（
雨
宮
昭
一
と
の
共
編
）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　

（1）�　
「
新
史
料
発
見
―
沖
縄
密
約
と
日
中
国
交
正
常
化
・
大
平
正
芳
メ
モ
〈
抄
〉」『
中
央
公
論
』
二
〇
一
二
年
七
月

　

（2）�　

草
加
市
防
災
講
演
会
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
そ
の
時
に
備
え
て
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
」
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、

二
〇
一
二
年
九
月
八
日

　

（3）�　

獨
協
大
学
地
域
総
合
研
究
所
・
環
境
共
生
研
究
所
共
催
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン「
首
都
直
下
型
地
震
に
備
え
る
―
地
域
・

環
境
か
ら
考
え
る
―
」
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
五
日

　
　

大　

川　
　
　

俊

三　

判
例
研
究
・
批
評

　

（1）�　
「
報
酬
計
画
の
承
認
に
関
す
る
取
締
役
の
信
認
義
務�
―In�re�T

he�Goldm
an�Sachs�Group,�Inc.�Shareholder�Litigation.,�

2011�W
L�4826104 �（D

el.�Ch.

）―
」
法
律
論
叢
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
七
月
）
三
七
七
―
四
〇
三
頁

　

（2）�　
「
会
社
売
却
時
の
取
締
役
の
忠
実
義
務
違
反
と
不
誠
実�

―In�re�A
nsw

ers�Corporation�Shareholders�Litigation,�2012�

W
L�1253072

（D
el.Ch.

）―
」
沖
縄
大
学
法
経
学
部
紀
要
一
八
号
（
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
五
七
―
六
七
頁
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木　

藤　
　
　

茂

二　

論
文

　
　

�　
「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
公
文
書
管
理
法
制
の
あ
り
方
」（
高
橋
滋
編
集
代
表『
シ
リ
ー
ズ
自
治
体
政
策
法
務
講
座
・
第
二
巻「
執

行
管
理
」』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
三
年
一
月
）
第
五
章
・
一
三
五
―
一
七
六
頁

三　

判
例
研
究
・
批
評

　
　

�　
「
合
議
体
の
議
事
と
利
害
関
係
者
の
関
与
」（
宇
賀
克
也
＝
交
告
尚
史
＝
山
本
隆
司
編
・
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
行
政
判
例
百
選
Ⅰ

［
第
六
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
）
一
二
二
事
件
・
二
四
六
―
二
四
七
頁

七　

報
告
書
・
そ
の
他

　
　

�　
『
閣
議
議
事
録
等
の
文
書
の
作
成
及
び
一
定
期
間
経
過
後
公
開
等
制
度
に
関
す
る
海
外
調
査
報
告
書
』（
一
般
財
団
法
人
行
政
管

理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
に
つ
い
て
の
海
外
調
査
準
備
及
び
報
告
書
作
成
段
階
に
お
け
る
情
報
提
供
等
の
協
力

（「
ド
イ
ツ
」
調
査
結
果
部
分
）
一
五
九
―
一
六
五
頁

　
　

若　

尾　

岳　

志

一　

著
書
・
編
著　

　
　

�　
『
判
例
特
別
刑
法
』
高
橋
則
夫
・
松
原
芳
博
編
、
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
五
日
）
分
担
執
筆
：「
第
六
章　

医
事
・
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薬
事
・
衛
生　

解
説
」（
二
四
一
―
二
四
三
頁
）、「『
薬
物
犯
罪
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財
産
』（
旧
麻
薬
特
例
法
二
条
三
項
）

の
意
義
」（
二
六
一
―
二
七
〇
頁
）、「
爆
発
物
取
締
罰
則
一
条
・
三
条
に
い
う
『
目
的
』」（
三
八
一
―
三
九
一
頁
）

二　

論
文

　
　

�　

竹
中
要
一
・
若
尾
岳
志
（
共
著
）「
地
方
自
治
体
の
例
規
比
較
に
用
い
る
条
文
対
応
表
の
作
成
支
援
」
自
然
言
語
処
理
一
九
巻

三
号
（
一
九
三
―
二
一
二
頁
）（
科
研
、
基
盤
研
究
（
Ｃ
）・
課
題
番
号
二
一
五
〇
〇
二
五
三
、
研
究
課
題
「
例
規
条
項
の
自
治
体

間
対
応
関
係
と
差
異
の
網
羅
的
な
自
動
抽
出
―
道
州
制
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向
け
て
」）

七　

座
談
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
報
告
書
・
そ
の
他

　
　
　

八
潮
市
外
部
評
価
委
員
（
平
成
二
四
年
）　
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